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乾
隆
期
、
雲
南
銅
の
北
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送
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う
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の
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に
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い
て

谷
口
　
規
矩
雄

は
じ
め
に

　

清
朝
の
通
貨
と
し
て
銀
貨
と
銅
銭
が
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
一
般
に
よ
く
知
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
銀
貨
は
王
朝
の
発

行
し
た
鋳
貨
と
し
て
流
通
し
た
の
で
は
な
く
、
質
と
量
を
計
っ
て
使
用
す
る
秤
量
貨
幣
と
し
て
通
行
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に

対
し
て
銅
銭
は
清
朝
が
鋳
造
す
る
法
定
貨
幣
、即
ち
「
制
銭
」
と
し
て
流
通
さ
せ
た
の
で
あ
り
、民
間
の
私
鋳
は
厳
禁
さ
れ
て
い
た
。

清
朝
は
初
期
か
ら
制
銭
の
鋳
造
を
積
極
的
に
行
い
、
や
が
て
は
銅
銭
で
あ
る
制
銭
は
銀
貨
と
並
ぶ
主
要
貨
幣
の
位
置
を
占
め
る
よ

う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
た
だ
商
工
業
の
発
展
に
伴
な
っ
て
民
間
市
場
に
於
け
る
銅
銭
の
使
用
は
次
第
に
拡
大
し
、
清
朝
規
定
の
制

銭
の
鋳
造
量
で
は
民
間
に
於
け
る
流
通
量
に
対
応
で
き
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
康
煕
末
年
頃
か
ら
乾
隆
中
期

に
か
け
て
所
謂
「
銭
貴
」
が
重
要
な
社
会
的
問
題
に
な
っ
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る（
１
）。

　

こ
う
し
た
こ
と
が
あ
っ
て
清
朝
は
制
銭
の
増
鋳
を
計
る
一
方
、
そ
の
原
材
料
で
あ
る
銅
等
を
確
保
す
る
為
の
政
策
を
講
じ
ざ
る

を
得
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
当
時
に
於
い
て
最
大
の
銅
の
供
給
元
は
日
本
で
あ
っ
た
。
康
煕
・
雍
正
時
代
の
銅
供
給
は
日
本
銅
、

即
ち
洋
銅
に
頼
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
洋
銅
の
供
給
は
暫
減
の
傾
向
に
あ
っ
た
。
銅
供
給
の
確
保
が
見
込
め
な
く
な
っ

た
清
朝
と
し
て
は
別
途
の
方
策
を
考
え
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
が
、
中
国
で
は
雲
南
に
於
け
る
銅
産
が
盛
ん
と
な
っ
て
お
り
、
雍

正
年
間
に
は
相
当
量
の
産
出
が
見
込
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
清
朝
は
乾
隆
四
年
以
後
、
北
京
鋳
銭
局
、
即
ち
宝
泉
局
・
宝
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源
局
に
於
け
る
鋳
造
用
の
銅
は
全
て
雲
南
銅
を
使
用
す
る
と
い
う
政
策
を
決
定
し
た（
２
）。
こ
れ
以
後
も
日
本
銅
の
輸
入
は
続
け
ら

れ
た
が
、
北
京
両
局
、
及
び
各
省
の
鋳
銭
局
へ
の
銅
供
給
は
雲
南
銅
が
主
力
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

以
上
の
結
果
、
乾
隆
時
代
に
於
い
て
は
制
銭
の
鋳
造
に
関
し
て
雲
南
銅
、
即
ち
「
滇
銅
」
の
供
給
が
最
も
重
要
な
課
題
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。
た
だ
銅
銭
の
鋳
造
に
つ
い
て
は
、
銅
以
外
に
鉛
、
即
ち
貴
州
白
鉛
（
黔
鉛
）、
湖
南
黒
鉛
、
広
東
錫
が
必
要
と
さ

れ
る
の
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
主
と
し
て
雲
南
銅
を
取
上
げ
、
そ
の
北
京
へ
の
運
送
に
関
し
て
若
干
の
問
題
を
論
じ
た
い
と
思
う
。

た
だ
こ
の
運
送
問
題
に
関
し
て
、
清
朝
の
北
京
へ
の
運
銅
に
関
わ
る
様
々
な
規
定
、
運
送
経
路
、
運
送
期
間
等
に
つ
い
て
は
既
に

川
勝
守
氏
が
そ
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
し
て
お
ら
れ
る（
３
）。
し
か
し
運
送
途
上
に
於
い
て
生
起
す
る
具
体
的
問
題
に
つ
い
て
は
取

上
げ
て
お
ら
れ
な
い
の
で
、
筆
者
は
そ
の
一
つ
と
し
て
運
送
途
上
の
銅
（
官
銅
）
の
盗
竊
に
関
す
る
問
題
を
取
上
げ
た
い
と
思
う
。

雲
南
銅
の
北
京
へ
の
運
送
は
六
千
キ
ロ
余
に
及
ぶ
長
距
離
な
の
で
、
こ
の
間
に
生
起
す
る
問
題
は
様
々
で
あ
り
、「
盗
銅
」
は
そ

の
一
端
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
断
っ
て
お
き
た
い
と
思
う
。
ま
た「
盗
銅
」は
銅
の
運
送
途
上
で
起
こ
る
だ
け
の
問
題
な
の
で
は
な
く
、

銅
廠
（
鋳
銅
所
）
の
管
理
を
巡
っ
て
も
起
こ
る
問
題
な
の
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
取
上
げ
な
い
こ
と
と
す
る
。

　

Ⅰ
、
銅
運
送
途
上
に
於
け
る
沈
没
船
問
題
に
つ
い
て

　

本
稿
で
取
上
げ
る
雲
南
銅
の
北
京
両
局
へ
の
運
送
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
四
川
瀘
州
よ
り
北
京
通
州
ま
で
を
経
路
と
す
る
。

こ
の
間
は
揚
子
江
と
大
運
河
の
水
運
を
利
用
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
非
常
な
長
距
離
運
送
な
の
で
経
路
の
水
路
上
で

様
々
な
問
題
が
発
生
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
中
で
も
頻
発
し
た
の
は
運
送
船
の
水
難
、
沈
没
事
故
で
あ
っ
た
。
長
江

水
運
に
於
い
て
は
四
川
瀘
州
を
起
点
と
し
て
重
慶
、
湖
北
漢
口
、
江
蘇
儀
徴
を
中
継
の
拠
点
と
し
て
い
た
が
、
中
で
も
重
慶
、
漢
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口
間
に
存
在
す
る
所
謂
「
三
峡
の
険
」、
四
川
巫
山
県
（
夔
州
府
）
か
ら
湖
北
東
湖
県
（
宜
昌
府
）
に
至
る
間
は
水
運
の
難
所
で

あ
り
、
運
送
船
通
過
の
度
に
事
故
が
絶
え
な
か
っ
た
。
こ
の
間
は
殊
に
江
間
が
狭
く
急
流
で
、
岩
石
が
突
出
し
て
い
た
の
で
、
そ

れ
に
接
触
し
て
船
舶
が
破
損
、
沈
没
す
る
事
故
が
多
発
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
事
故
の
一
例
と
し
て
、
乾
隆
一
六
年
、
湖

北
省
帰
州
・
東
湖
県
に
於
い
て
運
銅
船
二
隻
が
沈
没
し
て
銅
一
五
万
一
千
余
斤
が
失
わ
れ
た
と
い
う
事
件
を
川
勝
氏
が
報
告
さ
れ

て
い
る（
４
）。
こ
う
し
た
事
故
に
は
当
た
ら
な
い
が
運
送
途
上
の
問
題
と
し
て
守
風
・
守
水
・
守
凍
・
開
凍
等
の
事
が
有
り
、
運
送

責
任
官
が
逐
一
報
告
の
義
務
を
負
っ
て
い
た（
５
）。
上
述
の
よ
う
に
銅
輸
送
が
非
常
な
長
距
離
に
及
ぶ
た
め
途
上
に
於
い
て
は
様
々

な
事
故
、
事
件
が
生
起
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
運
銅
船
破
損
、
沈
没
事
故
の
中
に
は
人
為
的
に
引
き
起
こ
さ
れ
た
件
も

多
数
に
上
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
以
下
に
於
い
て
そ
の
具
体
的
な
実
態
を
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。

　
『
清
朝
実
録
』（
以
下
『
実
録
』
と
略
記
す
る
）
乾
隆
一
九
年
四
月
己
酉
の
条
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
、

滇
・
黔
等
省
。
委
員
押
運
京
局
銅
鉛
。
所
過
之
処
。
前
令
該
督
撫
随
時
奏
報
。
自
応
加
意
査
察
。
但
不
肖
員
役
。
往
々
乗
機
盗
売
。

飾
詞
捏
報
沈
溺
。
不
特
外
江
巨
浸
。
即
内
河
曲
港
。
時
時
有
之
。
地
方
官
未
能
詳
勘
。
固
已
不
免
售
其
詭
計
。

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
雲
南
省
・
貴
州
省
で
は
、
北
京
へ
の
輸
送
任
務
を
担
当
し
て
い
る
官
（
委
員
）
が
銅
鉛
を
運
送
す
る
が
、
そ

の
船
が
通
過
す
る
地
方
の
各
総
督
・
巡
撫
は
、
そ
の
管
轄
地
域
通
過
時
の
状
況
を
随
時
中
央
へ
報
告
し
、
注
意
し
て
査
察
を
加
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い（
６
）。
し
か
し
不
心
得
な
運
送
官
や
同
乗
の
役
夫
（
船
戸
、
水
夫
等
）
等
が
機
会
に
乗
じ
て
、
銅
を
盗
ん
で
売

却
し
て
お
き
な
が
ら
、
船
が
破
損
し
て
銅
が
沈
没
し
た
と
虚
偽
の
報
告
を
す
る
。
こ
う
し
た
事
が
長
江
の
水
深
の
処
だ
け
で
な
く
、

内
地
河
川
の
湾
曲
部
で
も
往
々
起
こ
っ
て
い
る
。
し
か
し
地
方
官
は
そ
う
し
た
事
態
を
詳
し
く
取
調
べ
な
い
の
で
、
彼
等
の
悪
巧

み
が
ま
か
り
通
る
こ
と
が
間
々
あ
る
。
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こ
こ
で
は
不
良
の
銅
鉛
運
送
官
等
が
銅
鉛
が
沈
没
し
た
と
虚
偽
報
告
を
し
、
一
方
で
そ
の
銅
鉛
を
盗
売
し
て
い
た
事
実
の
存
在

を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
事
実
の
具
体
性
が
余
り
明
白
で
な
い
。
次
の
記
事
で
は
盗
銅
の
状
況
が
よ
り
具
体
的
に
述
べ
ら

れ
て
い
る
。『
実
録
』
乾
隆
二
一
年
一
〇
月
己
丑
の
条
に
、

拠
吉
慶
奏
。
船
戸
偸
盗
銅
觔
。
毎
遷
延
停
泊
於
無
人
之
処
。
偸
抛
水
中
。
揚
帆
而
去
。
別
遣
小
舟
潜
撈
起
売
。
盗
売
過
多
。

恐
致
敗
露
。
故
将
船
板
鑿
破
。
作
為
沈
溺
。
以
掩
其
迹
等
語
。
看
来
此
等
情
弊
。
在
所
不
免
。
従
前
屡
降
諭
旨
。
遇
銅
鉛
過
境
。

令
各
督
撫
実
力
査
察
。
毋
任
偸
漏
。・
・
・
船
戸
沿
途
盗
売
。
必
有
該
処
牙
行
・
舗
戸
。
串
通
購
買
。
始
得
速
售
。
地
方
官

果
能
留
心
訪
査
。
何
難
力
除
積
弊
。

　

こ
の
吉
慶
の
奏
文
に
よ
れ
ば
、
船
戸
（
船
主
）
が
銅
を
盗
竊
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
常
に
ぐ
ず
ぐ
ず
し
て
無
人
の
場
所
に
停
泊
し
、

銅
を
水
中
に
投
棄
し
て
去
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
後
小
舟
を
そ
の
場
所
へ
行
か
せ
、
そ
の
銅
を
水
中
よ
り
掬
い
取
っ
て
売
出
す
の
で

あ
る
。
盗
銅
が
多
過
ぎ
て
盗
売
が
露
見
す
る
恐
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
わ
ざ
と
船
の
底
板
を
破
壊
し
て
沈
没
に
見
せ
掛
け
る
の
で

あ
る
。
従
来
か
ら
こ
う
し
た
弊
害
は
各
処
で
見
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
以
前
か
ら
各
督
撫
に
諭
旨
を
降
し
て
査
察
に
努
め
、

盗
竊
さ
せ
な
い
よ
う
に
命
じ
た
の
で
あ
る
。・
・
・
た
だ
船
戸
が
沿
途
で
盗
銅
を
販
売
す
る
に
は
、
必
ず
そ
の
場
に
ぐ
る
に
な
っ

て
い
る
そ
の
土
地
の
仲
買
人
や
商
人
が
い
る
か
ら
即
売
で
き
る
の
で
あ
る
。
地
方
官
が
努
力
し
て
そ
う
し
た
こ
と
を
捜
査
す
れ
ば

そ
う
し
た
積
弊
を
取
除
く
こ
と
が
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
文
で
は
、
運
銅
船
の
銅
が
盗
竊
さ
れ
る
方
法
や
、
船
の
沈
没
が
人
為
的
に
行
わ
れ
る
事
実
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
盗
銅

が
販
売
さ
れ
る
背
後
に
は
銅
買
取
の
仲
買
人
や
商
人
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
更
に
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
む
し

ろ
盗
銅
を
短
時
間
に
売
却
で
き
る
と
い
う
前
提
が
あ
っ
て
銅
の
盗
竊
が
実
行
さ
れ
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
運
銅
の
経
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路
に
当
た
る
各
地
に
こ
う
し
た
盗
銅
買
取
り
の
商
人
組
織
が
存
在
し
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

Ⅱ　
水
摸
（
潜
水
夫
）
楊
竜
等
に
よ
る
銅
盗
竊
事
件
に
つ
い
て

　

本
節
で
は
前
節
で
述
べ
た
銅
運
送
途
上
に
於
け
る
盗
銅
の
実
態
を
よ
り
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
為
に
乾
隆
三
〇
年
、
湖
北
省

宜
都
県
内
の
長
江
上
で
発
生
し
た
運
銅
船
の
沈
没
事
故
に
於
い
て
、
沈
没
し
た
銅
を
掬
い
取
る
た
め
に
雇
わ
れ
た
水
摸
（
潜
水
夫
）

等
が
起
こ
し
た
銅
の
盗
売
事
件
を
取
上
げ
よ
う
と
思
う
。『
実
録
』
乾
隆
三
〇
年
六
月
辛
酉
の
条
に

昨
李
因
培
奏
。盤
獲
究
出
水
摸
楊
竜
等
。偸
竊
銅
觔
一
摺
。已
降
旨
該
督
撫
。令
其
尽
法
懲
治
矣
。因
念
。銅
鉛
船
隻
。経
渉
江
河
。

遇
有
沈
溺
等
事
。
必
需
雇
覓
水
摸
打
撈
。
乃
此
輩
或
乗
機
。
於
水
底
倒
翻
銅
包
。
僅
抽
取
砕
磈
搪
塞
。
甚
或
鑿
通
船
孔
。
将

偸
竊
銅
觔
。
懸
絡
水
底
。
夜
間
移
放
浅
灘
。
以
便
私
売
。
現
拠
訪
獲
買
銅
価
銀
。
至
八
百
余
両
之
多
。
夥
党
朋
謀
。
久
成
積
蠧
。

殊
属
可
悪
。

と
い
う
記
事
が
あ
る
。
こ
れ
は
湖
北
巡
撫
李
因
培
が
、
銅
を
盗
竊
し
た
水
摸
（
潜
水
夫
）
楊
竜
等
を
逮
捕
し
た
報
告
を
受
け
乾
隆

帝
が
発
し
た
指
令
の
一
部
で
あ
る
。
銅
鉛
運
送
の
船
隻
は
長
江
や
河
川
を
通
過
し
て
行
く
が
、
沈
没
等
の
事
故
に
遭
遇
す
れ
ば
必

ず
水
摸
を
雇
っ
て
沈
没
物
を
掬
い
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
所
が
こ
の
輩
は
機
会
に
乗
じ
て
水
底
で
銅
包
を
翻
倒
さ
せ
、
た
だ

銅
片
を
拾
い
上
げ
る
だ
け
で
誤
魔
化
し
て
い
る
。
甚
だ
し
い
場
合
に
は
船
底
に
穴
を
開
け
て
盗
ん
だ
銅
を
水
底
に
繋
ぎ
止
め
、
夜

に
な
る
と
浅
瀬
に
移
し
変
え
て
私
売
し
易
い
よ
う
に
し
て
い
る
。
現
に
捜
査
し
て
押
収
し
た
銅
価
は
八
〇
〇
余
両
に
も
な
っ
て
い

る
。
こ
れ
は
長
年
の
悪
事
で
殊
に
憎
む
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
も
水
摸
ら
が
銅
を
盗
竊
す
る
状
況
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
余
り
明
白
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
こ
に
取
上
げ
ら
れ
て
い
る



三
〇

乾
隆
期
、
雲
南
銅
の
北
京
輸
送
に
伴
う
二
、三
の
問
題
に
つ
い
て

［
　
］
6

李
因
培
の
奏
文
が
『
宮
中
檔
乾
隆
朝
奏
摺
』（
以
下
『
奏
摺
』
と
略
記
す
る
）
に
載
録
さ
れ
て
い
る
。
以
下
に
於
い
て
は
『
奏
摺
』

の
文
に
よ
り
状
況
を
明
ら
か
に
し
て
行
き
た
い
。
李
因
培
の
奏
文
は
湖
広
総
督
呉
達
善
と
の
連
名
で
あ
る
が
、「
奏
し
て
奸
徒
官

銅
を
巧
竊
せ
し
こ
と
、
奏
明
査
弁
せ
ん
が
事
の
為
に
す
」
と
題
さ
れ
て
お
り
、
乾
隆
三
〇
年
五
月
二
九
日
の
日
付
け
で
あ
る
。

本
年
正
月
初
八
日
。
有
滇
省
委
員
楊
興
邦
。
領
運
甲
申
年
二
運
第
二
起
京
銅
七
十
三
万
六
千
三
百
斤
。
行
至
湖
北
宜
都
県
竜

窩
地
方
。
遭
風
打
砕
船
一
隻
。
沈
溺
銅
七
万
斤
。
並
砕
銅
三
千
斤
。

こ
の
文
に
よ
れ
ば
、
乾
隆
三
〇
年
一
月
八
日
、
雲
南
省
の
運
銅
委
員
楊
興
邦
が
甲
申
年
（
乾
隆
二
九
年
）
の
第
二
次
、
第
二
班
の

運
銅
船
団
の
運
送
す
べ
き
京
銅
七
三
万
六
三
〇
〇
斤
を
積
載
し
て
出
航
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
船
団
が
湖
北
省
宜
都
県

の
竜
窩
に
至
っ
た
際
、
強
風
に
遭
い
運
銅
船
一
隻
が
破
壊
さ
れ
、
銅
七
万
斤
、
砕
銅
三
千
斤
が
沈
没
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

続
い
て
楊
興
邦
は
宜
都
県
の
文
武
各
官
と
協
力
し
、
水
摸
を
雇
っ
て
銅
の
採
取
に
当
た
っ
た
。
一
月
一
二
日
よ
り
閏
二
月
一
一

日
に
至
る
ま
で
、
ほ
ぼ
三
箇
月
か
け
て
沈
没
銅
六
万
四
一
六
八
斤
を
掬
い
上
げ
た
と
い
う
。
更
に
続
文
に
は

水
摸
楊
竜
等
。
並
不
打
撈
整
包
。
祇
将
一
円
一
塊
。
於
水
底
抽
取
搪
塞
。
迨
該
運
員
自
製
撓
鈎
鈎
取
。
即
連
獲
数
十
包
。
伊

等
更
敢
将
銅
包
倒
翻
。
運
員
自
行
鈎
取
。
僅
属
空
包
。

と
記
さ
れ
、
銅
は
銅
包
と
呼
ば
れ
る
袋
に
包
み
込
ま
れ
て
い
た
よ
う
で
、
楊
竜
等
潜
水
夫
達
は
そ
の
銅
包
を
包
の
ま
ま
掬
い
上
げ

な
い
で
、
た
だ
銅
の
塊
片
だ
け
を
取
上
げ
て
誤
魔
化
し
て
い
た
。
そ
こ
で
運
員
の
楊
興
邦
が
自
ら
鈎
（
撓
鈎
）
を
作
り
、
連
続
し

て
数
十
の
銅
包
を
掬
い
上
げ
た
。
し
か
し
水
摸
等
は
水
中
で
わ
ざ
と
銅
包
を
翻
倒
さ
せ
た
の
で
、
運
員
自
ら
が
銅
包
を
掬
い
上
げ

て
も
た
だ
空
の
銅
包
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
要
す
る
に
水
摸
等
は
水
中
で
銅
包
を
ひ
っ
く
り
返
し
て
銅
を
水
底
に
沈
め
、
小
さ
な
銅

塊
を
拾
い
集
め
て
誤
魔
化
し
、
残
さ
れ
た
銅
を
自
分
達
が
盗
み
取
ろ
う
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。
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続
く
後
文
で
は
、
李
因
培
は
司
・
道
に
檄
文
を
発
し
彼
ら
を
厳
し
く
取
り
調
べ
、
逮
捕
す
る
こ
と
を
命
じ
た
。

即
拠
枝
江
県
典
史
范
良
佐
。
在
於
枝
江
石
牌
地
方
。
盤
獲
水
摸
向
之
礼
・
廖
光
明
、
船
戸
呉
貴
等
船
。
載
官
銅

一
千
一
百
三
十
五
斤
。
訊
拠
供
。
係
水
摸
楊
竜
・
張
大
明
・
張
徳
友
・
・
・
等
偸
竊
。
除
楊
竜
脱
逃
外
。
余
倶
拏
獲
。

と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
枝
江
県
典
史
の
范
良
佐
が
同
県
の
石
牌
と
い
う
所
で
水
摸
向
之
礼
、
廖
光
明
、
船
戸
呉
貴
等
の
船
を
捕
獲

し
た
が
、
官
銅
一
一
三
五
斤
を
積
載
し
て
い
た
。
そ
こ
で
訊
問
し
た
と
こ
ろ
、
水
摸
楊
竜
、
張
大
明
、
張
徳
友
（
こ
の
外
三
人
、

氏
名
省
略
）
等
が
盗
竊
し
た
物
で
あ
る
こ
と
を
供
述
し
た
。
楊
竜
は
脱
逃
し
た
が
、
他
の
者
は
皆
逮
捕
し
た
と
云
う
。
更
に
楊
竜

が
思
い
立
っ
て
向
之
礼
等
二
五
人
と
グ
ル
に
な
っ
て
銅
を
盗
も
う
と
し
た
と
い
う
。
た
だ
彼
ら
の
多
く
は
脱
逃
し
た
の
で
、
上
流

の
四
川
・
湖
南
省
、
下
流
の
江
西
・
安
徽
・
江
蘇
・
浙
江
各
省
に
至
急
報
を
発
し
て
追
究
逮
捕
を
要
請
し
た
。
そ
う
し
た
こ
と
か

ら
別
文
、
乾
隆
三
〇
年
九
月
二
八
日
付
け
『
奏
摺
』
に
よ
れ
ば
、
委
員
鐘
有
礼
は
黄
岡
県
に
於
い
て
犯
人
蒋
有
を
逮
捕
、
江
夏
県

差
役
は
咸
寧
県
に
於
い
て
葉
運
を
逮
捕
、黄
陂
県
差
役
は
江
西
省
鄱
陽
県
に
於
い
て
竜
和
太
を
逮
捕
、他
に
数
人
を
逮
捕
し
た
（
場

所
、
氏
名
は
煩
を
厭
い
省
略
）
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
呉
達
善
、
李
因
培
は
布
政
司
三
宝
、
按
察
使
雷
暢
等
と
合
同
で
彼
ら
を
拘

引
訊
問
し
た
。
そ
の
供
述
に
よ
れ
ば
、

水
摸
頭
楊
竜
。
水
摸
黄
士
太
。
写
立
合
同
。
承
攬
包
撈
運
員
楊
興
邦
沈
溺
銅
斤
。
毎
銅
一
包
。
給
工
食
銀
二
銭
四
分
。
炭
資
・

犒
賞
・
飯
食
在
外
。

　

水
摸
頭
楊
竜
、
水
摸
黄
士
太
は
契
約
書
を
書
き
、
運
銅
委
員
楊
興
邦
の
沈
没
銅
を
一
手
に
採
取
す
る
こ
と
を
請
負
い
、
銅
包
一

包
毎
に
労
賃
銀
二
銭
四
分
、
そ
の
他
に
木
炭
代
、
手
当
、
食
費
を
支
払
う
こ
と
と
し
た
と
い
う
。
水
摸
頭
楊
竜
と
水
摸
黄
士
太
は
、

運
銅
委
員
楊
興
邦
と
の
間
で
沈
溺
銅
七
万
斤
の
採
取
に
つ
い
て
彼
等
が
一
手
に
そ
れ
を
引
受
け
る
契
約
を
交
わ
し
、
採
取
に
当
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た
っ
て
の
労
賃
や
、
手
当
・
食
費
等
も
事
前
に
取
決
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
判
断
し
て
も
楊
竜
は
水
摸
頭
と
し
て
相
当

数
の
水
摸
等
の
仲
間
を
組
織
し
て
い
た
と
思
わ
れ
、
楊
竜
が
合
図
を
発
す
れ
ば
相
当
数
の
水
摸
等
が
短
時
間
に
召
集
出
来
た
の
で

あ
っ
た
。
ま
た
楊
竜
は
近
辺
の
船
戸
と
も
直
ぐ
連
絡
が
取
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
水
摸
達
は
日
常
的
に
は
個
別
の
活
動
を
し
て

い
て
も
、
何
等
か
の
大
き
な
仕
事
を
す
る
際
に
は
、
仲
間
集
団
に
加
わ
っ
て
活
動
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

続
文
に
よ
れ
ば
、

正
月
十
二
日
開
工
。
逐
日
撈
銅
交
官
。
尚
未
偸
竊
。
至
十
八
日
晩
。
楊
竜
以
水
底
銅
多
。
起
意
偸
売
。
与
黄
士
太
商
謀
。
並

糾
約
船
戸
呉
貴
・
・
・
及
水
摸
葉
起
貴
・
呉
士
采
・
向
之
礼
・
・
・
共
二
十
五
人
同
偸
。
許
挨
売
銀
。
公
分
各
犯
。
倶
各
允
従
。

と
記
さ
れ
、
正
月
一
二
日
よ
り
仕
事
を
開
始
し
、
毎
日
銅
を
掬
い
取
っ
て
官
側
へ
渡
し
て
い
た
。
一
八
日
晩
に
な
っ
て
、
楊
竜
は

水
底
の
銅
が
多
量
な
の
で
盗
売
を
思
い
付
き
、
黄
士
太
と
謀
っ
て
船
戸
呉
貴
や
、
水
摸
葉
起
貴
、
呉
士
采
、
向
之
礼
等
（
以
下
の

人
名
は
省
略
）
二
五
人
等
と
共
謀
し
て
銅
を
盗
竊
し
、
売
却
し
て
得
た
銀
は
各
人
に
分
配
す
る
こ
と
と
し
た
。
各
人
は
皆
承
諾
し

た
と
い
う
。
そ
こ
で
楊
竜
は
呉
士
采
に
縄
の
網
袋
と
そ
れ
を
支
え
る
枠
（
架
子
）
を
作
成
さ
せ
た
。
一
方
、
掬
い
取
っ
た
銅
を
積

載
す
る
船
（
撈
銅
船
）
二
隻
を
用
意
し
、
各
船
の
端
に
四
個
の
穴
を
穿
ち
網
袋
と
枠
を
穴
を
通
し
て
船
底
に
結
び
付
け
、
水
底
で

銅
を
網
袋
に
入
れ
る
よ
う
に
し
た
。
こ
う
し
た
準
備
を
し
た
上
で
、

自
十
九
日
起
。
各
犯
乗
機
竊
銅
。
陸
続
偸
放
絡
内
。
毎
夜
楊
竜
令
黄
士
太
・
丁
大
有
・
呉
貴
（
以
下
七
名
は
省
略
）
等
。
同

各
犯
搬
出
絡
内
銅
斤
。
載
至
浅
灘
蔵
匿
。
陸
続
共
偸
銅
六
千
余
斤
。

楊
竜
等
は
一
九
日
か
ら
始
め
、
機
会
に
乗
じ
て
銅
を
盗
み
、
次
々
に
銅
を
網
袋
に
投
入
し
た
。
そ
し
て
毎
夜
、
楊
竜
は
黄
士
太
、

丁
大
有
等
と
一
緒
に
な
っ
て
網
袋
内
の
銅
を
取
り
出
し
て
浅
瀬
ま
で
運
び
、
そ
こ
に
埋
め
隠
し
た
。
こ
う
し
て
銅
六
千
余
斤
を
盗
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ん
だ
の
で
あ
っ
た
。

　

更
に
続
け
て
後
文
に

正
月
二
十
九
日
。
丁
大
有
於
竜
窩
付
近
地
方
。
遇
見
認
識
之
譚
一
元
。
販
売
薑
黄
。
阻
風
停
泊
。
即
告
知
偸
銅
価
賎
。
勧
其

販
売
。
譚
一
元
随
商
同
另
船
湾
泊
相
識
之
彭
継
尭
夥
買
。
譚
一
元
先
赴
楊
竜
船
上
。
議
定
毎
銅
百
斤
。
価
銀
十
六
両
三
銭
。・・

約
定
二
月
初
一
日
半
夜
交
銅
。

と
記
さ
れ
、正
月
二
九
日
、丁
大
有
が
竜
窩
付
近
で
知
合
い
の
譚
一
元
と
偶
然
出
逢
っ
た
。
彼
は
薑
黄
（
染
料
・
調
味
料
の
一
種
？
）

を
販
売
し
て
い
た
が
風
に
阻
ま
れ
て
停
泊
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
彼
に
盗
銅
だ
か
ら
値
段
の
安
価
な
こ
と
を
知
ら
せ
、

販
売
す
る
こ
と
を
勧
め
た
。
譚
一
元
は
直
ぐ
に
別
船
で
停
泊
し
て
い
た
知
合
い
の
彭
継
尭
と
相
談
し
て
共
同
で
購
入
す
る
こ
と
に

し
た
。
譚
一
元
は
先
に
楊
竜
の
船
に
行
き
、
銅
百
斤
に
付
き
価
銀
一
六
両
三
銭
と
取
り
決
め
た
。
そ
し
て
二
月
一
日
夜
中
に
銅
を

渡
す
こ
と
に
し
た
。

　

こ
の
文
に
よ
れ
ば
、
丁
大
有
が
宜
都
県
の
竜
窩
付
近
で
強
風
に
阻
ま
れ
て
停
泊
し
て
い
た
知
合
い
の
譚
一
元
に
偶
然
出
会
っ
て

盗
銅
の
買
取
を
持
ち
掛
け
た
と
い
う
。
譚
一
元
は
薑
黄
を
販
売
す
る
商
人
で
あ
る
が
、
同
時
期
に
同
場
所
に
停
泊
し
て
い
た
彭
継

尭
も
譚
一
元
と
同
業
の
商
人
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
彼
等
は
共
同
で
楊
竜
等
の
盗
銅
を
買
取
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
彼
等
は
既
に
銅
の
販
売
に
馴
れ
て
お
り
、
銅
の
時
価
等
も
十
分
承
知
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も

彼
等
は
盗
銅
で
あ
る
こ
と
を
承
知
の
上
で
買
い
取
り
に
応
じ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
楊
竜
、
丁
大
有
等
が
竜
窩
付
近
で
沈
没
銅

の
採
取
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
予
め
知
っ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
譚
一
元
、
彭
継
尭
は
盗
銅
買
取
り
の
常
習
犯
で

あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
そ
し
て
更
に
後
文
で
は
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至
期
。
楊
竜
令
黄
士
太
先
至
譚
一
元
船
上
等
候
。
又
令
向
之
礼
・
呉
貴
（
以
下
一
三
名
の
姓
名
は
省
略
）
等
。
分
駕
呉
貴
・

丁
大
有
船
隻
。
到
蔵
銅
浅
灘
。
起
斉
銅
斤
。
運
至
譚
一
元
・
彭
継
尭
船
辺
。
搬
銅
過
秤
。
共
売
銅
五
千
斤
。
加
一
秤
。
算
実

銅
五
千
五
百
斤
。
計
銀
八
百
十
五
両
。

と
記
さ
れ
、
二
月
一
日
夜
半
に
な
っ
て
、
楊
竜
は
黄
士
太
を
前
も
っ
て
譚
一
元
の
船
上
に
待
た
せ
、
一
方
向
之
礼
、
呉
貴
等
他

一
三
名
を
呉
貴
・
丁
大
有
の
船
に
分
乗
さ
せ
て
銅
を
埋
蔵
し
た
浅
瀬
に
来
さ
せ
、
一
斉
に
そ
の
銅
を
掘
り
起
こ
し
て
譚
一
元
・
彭

継
尭
の
船
に
運
ば
せ
た
。
そ
し
て
銅
を
計
量
し
て
五
千
斤
に
一
割
を
加
え
五
千
五
百
斤
の
銅
を
銀
八
一
五
両
で
売
却
す
る
こ
と
に

し
た
。

　

続
文
に
は
、
譚
一
元
は
そ
の
場
で
銀
五
一
〇
両
を
支
払
い
、
残
金
は
後
に
清
算
す
る
こ
と
と
し
た
。
売
れ
残
っ
た
銅

一
千
一
三
五
斤
は
暫
ら
く
呉
貴
の
船
に
積
み
置
き
、
売
銅
の
銀
は
楊
竜
が
自
船
に
持
ち
帰
る
こ
と
と
し
た
。
所
が
丁
度
そ
の
時
、

船
戸
尹
士
林
、
水
手
李
金
元
が
や
っ
て
来
た
の
で
李
金
元
に
銀
一
〇
両
、
尹
士
林
に
銀
四
〇
両
を
渡
し
た
。
楊
竜
は
銀
二
〇
〇
両

を
取
り
、
王
上
敬
の
処
に
預
け
た
と
い
う
。
更
に
呉
士
采
に
は
銀
二
五
両
、
丁
大
有
に
は
銀
三
〇
両
を
渡
し
た
。
二
月
二
日
早
朝

に
な
っ
て
、
呉
貴
、
向
之
礼
、
廖
光
明
が
船
に
乗
っ
て
枝
江
県
へ
食
料
を
買
い
に
出
か
け
、
石
牌
に
至
っ
て
典
史
范
良
佐
に
逮
捕

さ
れ
、
彼
ら
の
供
述
に
よ
っ
て
楊
竜
等
盗
銅
の
状
況
が
判
明
し
た
の
で
あ
っ
た
。
更
に
譚
一
元
、
彭
継
尭
等
が
買
取
っ
た
銅
は
湖

南
省
武
陵
県
に
運
ば
れ
、
そ
の
地
の
商
人
劉
吉
太
等
に
売
却
さ
れ
た
。

　

以
上
が
雲
南
の
運
銅
委
員
楊
興
邦
の
銅
船
団
が
湖
北
省
宜
都
県
の
竜
窩
地
方
に
於
い
て
強
風
に
遭
い
、
運
送
船
一
隻
、
銅

七
万
三
千
斤
が
沈
没
、
そ
の
沈
没
銅
の
採
取
を
請
負
っ
た
楊
竜
等
が
銅
の
盗
売
を
行
う
に
至
っ
た
具
体
的
状
況
で
あ
る
。
楊
竜
は

恐
ら
く
水
摸
頭
と
し
て
こ
の
地
域
で
は
良
く
知
ら
れ
た
存
在
で
、
地
方
官
か
ら
何
ら
か
の
連
絡
を
受
け
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
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彼
は
水
没
銅
の
引
揚
げ
に
当
た
り
、
楊
興
邦
の
水
没
銅
を
一
手
に
纏
め
て
採
取
す
る
と
い
う
請
負
い
契
約
を
交
わ
し
、
水
摸
等
に

対
す
る
銅
包
引
揚
げ
の
工
賃
や
、
食
費
等
も
事
前
に
約
定
し
て
い
る
。
又
水
摸
や
船
戸
等
二
五
人
を
手
早
く
集
め
る
等
か
な
り
組

織
的
な
動
き
を
示
し
て
い
る
。
所
謂
「
三
峡
」
と
い
わ
れ
る
地
域
に
は
、
こ
う
し
た
水
摸
達
の
連
絡
組
織
が
各
処
に
存
在
し
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

所
で
既
述
の
よ
う
に
枝
江
県
の
石
牌
地
域
に
於
い
て
、楊
竜
の
仲
間
で
あ
る
水
摸
向
之
礼
、廖
光
明
、船
戸
呉
貴
等
が
逮
捕
さ
れ
、

そ
れ
を
知
っ
た
楊
竜
は
脱
逃
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
機
に
、
仲
間
の
水
摸
、
船
戸
等
に
逮
捕
命
令
が
出
さ
れ
、
逮
捕
さ
れ
た

者
達
は
楊
竜
等
か
ら
受
取
っ
た
銀
額
に
応
じ
て
刑
罰
を
受
け
た
。
そ
の
結
果
に
つ
い
て
以
下
に
簡
単
に
記
し
て
お
き
た
い
。

　

総
督
呉
達
善
、
巡
撫
李
因
培
等
は
清
律
の
「
官
銭
糧
監
守
自
盗
律
」
に
拠
り
処
罰
を
判
定
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
楊
竜
は
逃
亡

中
で
あ
る
が
事
件
の
首
魁
で
あ
り
、
盗
竊
し
た
銅
六
六
〇
〇
余
斤
は
官
価
を
以
っ
て
計
算
す
れ
ば
一
千
両
以
上
に
当
た
る
が
、
逮

捕
の
日
を
待
っ
て
改
め
て
罪
を
判
定
す
る
。
黄
士
太
は
楊
竜
と
共
同
で
契
約
書
を
作
成
し
、
銅
採
取
を
一
括
し
て
請
負
っ
た
の
で

責
任
は
楊
竜
と
同
じ
で
あ
る
。
獲
得
し
た
銀
は
楊
竜
ほ
ど
多
く
は
な
い
が
、「
監
守
自
盗
倉
庫
銭
糧
一
千
両
以
上
例
」
に
よ
り
擬

斬
立
決
と
す
る
。
蒋
忠
、
葉
起
貴
、
呉
士
采
は
銅
採
取
に
雇
わ
れ
た
人
物
で
あ
る
が
、
楊
竜
に
服
従
し
て
仲
間
と
な
り
銅
の
盗
売

を
行
っ
た
。
蒋
忠
、
葉
起
貴
は
各
々
銀
五
〇
両
を
取
得
し
、
呉
士
采
は
銀
二
五
両
を
取
得
し
た
。
罪
状
は
相
当
重
い
。「
偸
竊
餉

鞘
例
」
に
よ
り
擬
絞
監
候
と
す
る
。
水
摸
葉
運
、
向
之
礼
、
劉
和
太
、（
他
五
名
）
等
は
共
に
潜
水
し
て
銅
を
盗
ん
だ
犯
人
で
あ

る
が
、
銀
の
分
け
前
を
貰
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
軍
例
に
よ
り
辺
衛
に
発
し
て
軍
に
充
て
る
。
船
戸
呉
貴
、
水
夫
廖
光
明
、
張
大

明
等
は
仲
間
で
あ
る
が
、
共
に
潜
水
、
盗
銅
を
行
っ
て
い
な
い
し
銀
も
取
得
し
て
い
な
い
の
で
、
杖
一
百
、
徒
三
年
に
処
さ
れ
た
。

水
夫
李
金
元
は
銀
一
〇
両
を
取
得
し
た
の
で
杖
六
〇
、
尹
士
林
は
銀
四
〇
両
を
取
得
し
た
の
で
杖
九
〇
に
処
さ
れ
た
。
譚
一
元
、
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彭
継
尭
は
盗
銅
で
あ
る
こ
と
を
承
知
し
な
が
ら
共
同
で
購
買
し
た
の
で
、
杖
一
百
、
徒
三
年
に
処
さ
れ
た
。
商
人
劉
吉
太
等
は
盗

銅
で
あ
る
事
を
知
ら
ず
に
購
入
し
た
の
で
処
罰
を
免
除
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
Ⅲ
、
乾
隆
四
三
年
武
昌
県
内
の
長
江
に
於
い
て
発
生
し
た
官
銅
盗
竊
事
件

　

本
節
で
取
上
げ
よ
う
と
す
る
官
銅
盗
竊
事
件
は
、
前
節
で
述
べ
た
よ
う
な
楊
竜
と
い
う
人
物
を
頭
目
と
し
た
水
摸
達
の
仲
間
集

団
に
よ
る
か
な
り
組
織
的
な
盗
竊
事
件
で
は
な
い
。『
実
録
』
乾
隆
四
四
年
二
月
丁
巳
の
条
に
よ
れ
ば
、

拠
（
湖
広
総
督
）
三
宝
等
奏
。
拠
称
。
雲
南
押
運
銅
斤
。
委
員
張
大
本
。
在
武
昌
県
属
大
江
遭
風
。
打
至
対
岸
白
露
磯
。
沈

銅
九
万
余
斤
。
一
面
移
県
雇
人
打
撈
。
因
距
城
窵
遠
。
協
同
護
送
武
員
。
会
撥
兵
役
保
甲
看
守
。
夜
間
被
匪
船
先
後
踵
至
。

偸
撈
銅
斤
。
旋
経
兵
役
鳴
鑼
放
鎗
。
賊
匪
竟
声
喊
抗
拒
。
撈
銅
而
去
。
因
雨
夜
莫
追
。

　

湖
広
総
督
三
宝
等
の
報
告
で
あ
る
が
、
雲
南
の
運
銅
委
員
張
大
本
の
運
送
す
る
銅
が
武
昌
県
内
の
長
江
上
で
強
風
に
遭
い
、
対

岸
の
白
露
磯
に
打
寄
せ
ら
れ
銅
九
万
余
斤
が
沈
没
し
た
。
そ
こ
で
県
に
連
絡
し
て
人
を
雇
っ
て
掬
い
上
げ
る
こ
と
に
し
た
。
し
か

し
県
城
か
ら
遠
距
離
に
在
る
の
で
、
護
送
の
武
官
と
協
同
し
兵
役
・
保
甲
等
を
派
遣
し
て
監
視
さ
せ
た
。
夜
間
に
な
っ
て
匪
賊
の

船
が
次
々
に
や
っ
て
来
て
銅
を
盗
み
取
ろ
う
と
し
た
。
直
ぐ
さ
ま
兵
役
達
は
ド
ラ
を
鳴
ら
し
銃
を
発
し
た
が
、
匪
賊
達
は
喚
声
を

上
げ
て
抵
抗
し
銅
を
掬
い
上
げ
て
逃
去
し
た
。夜
間
の
雨
で
あ
っ
た
の
で
追
跡
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
と
い
う
。こ
の『
実
録
』

の
記
事
で
は
匪
賊
達
に
よ
る
盗
銅
の
状
況
の
概
略
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
が
、
同
じ
三
宝
と
湖
北
巡
撫
陳
輝
祖
と
の
連

名
に
よ
る
『
奏
摺
』
乾
隆
四
四
年
一
月
一
七
日
の
記
事
は
相
当
詳
細
で
あ
る
。
但
し
長
文
で
あ
る
の
で
要
点
の
み
を
述
べ
る
に
止

め
る
。
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こ
の
文
に
よ
れ
ば
、
委
員
張
大
本
の
運
銅
船
団
の
第
四
号
船
一
隻
が
四
三
年
九
月
一
八
日
、
上
述
の
よ
う
に
白
露
磯
に
於
い
て

強
風
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
、
銅
九
万
二
五
〇
〇
斤
が
沈
没
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
三
宝
等
は
武
漢
黄
徳
道
周
曰
潢
を
専
任
に

当
て
武
昌
県
知
県
と
共
に
多
数
の
水
摸
等
の
人
夫
を
雇
い
水
没
し
た
銅
の
採
取
に
当
た
っ
た
。
そ
し
て
銅
八
万
七
七
二
八
斤
を
掬

い
取
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

一
方
、
匪
賊
の
船
が
集
ま
っ
て
官
銅
を
盗
ん
だ
の
は
九
月
二
二
日
の
夜
間
で
あ
っ
た
が
、
上
述
の
よ
う
に
兵
役
達
の
警
告
に
も

か
か
わ
ら
ず
そ
れ
に
抵
抗
し
て
銅
を
窃
取
し
て
逃
走
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
付
近
の
漢
陽
府
、
江
夏
県
、
黄
陂
県
等
の
地
方

官
に
命
令
を
発
し
て
彼
等
を
追
跡
、
逮
捕
さ
せ
た
。
そ
の
結
果
林
徳
玉
・
夏
応
俸
・
胡
曰
俸
・
余
盛
農
等
（
以
下
の
人
名
は
省
略
）

四
四
人
を
逮
捕
し
た
。
三
宝
等
は
彼
等
を
共
同
し
て
取
調
べ
た
。
以
下
は
そ
の
結
果
で
あ
る
。

　

林
徳
玉
は
早
く
か
ら
水
に
馴
染
み
水
摸
と
言
っ
て
い
た
。
乾
隆
四
〇
年
、
雲
南
省
委
員
王
力
の
運
銅
船
が
広
済
県
で
沈
没
し
た

が
、
林
徳
玉
は
銅
の
採
取
を
引
受
け
秘
か
に
盗
竊
を
行
い
、
逃
げ
て
未
だ
捕
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
去
年
九
月
密
か
に
郷
里
に

帰
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
委
員
張
大
本
の
銅
船
が
沈
没
し
た
の
を
聞
き
既
に
逮
捕
さ
れ
て
い
る
畢
士
洪
、
未
だ
逮
捕
さ
れ
て
い
な
い

彭
要
相
等
と
共
に
夏
応
選
の
船
に
乗
り
銅
の
採
取
を
請
負
う
積
も
り
で
来
た
と
い
う
。
ま
た
胡
曰
俸
も
嘗
て
雲
南
省
委
員
佛
柱
の

沈
没
銅
を
盗
竊
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
未
だ
逮
捕
さ
れ
て
い
な
い
銭
和
尚
、
周
珍
と
一
緒
に
な
り
船
に
乗
っ
て
や
っ
て
き
た
。

又
蒋
倶
付
・
余
盛
農
は
未
だ
逮
捕
さ
れ
て
い
な
い
厳
明
・
陳
方
元
等
七
人
と
共
に
三
隻
の
船
に
分
乗
し
て
や
っ
て
来
た
。
又
黄

三
九
・
劉
添
等
は
未
だ
逮
捕
さ
れ
て
い
な
い
韓
貴
一
と
共
に
二
船
に
分
乗
し
て
や
っ
て
来
た
。
彼
等
は
皆
銅
の
採
取
に
雇
わ
れ
た

い
と
思
っ
て
や
っ
て
来
て
一
処
に
停
泊
し
て
い
た
。
所
が
林
徳
玉
が
雇
わ
れ
て
も
賃
金
が
安
い
の
に
気
付
き
、
銅
の
盗
竊
を
思
い

付
い
た
。
そ
こ
で
夜
に
な
っ
て
、
畢
士
洪
等
と
共
に
密
か
に
盗
竊
を
始
め
た
。
す
る
と
付
近
に
停
泊
し
て
い
た
蒋
倶
付
等
の
船
が
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そ
れ
に
気
付
い
て
盗
竊
に
向
か
い
、
他
の
船
も
共
に
前
後
し
て
盗
竊
に
向
か
っ
た
。
更
に
こ
れ
に
魚
戸
等
の
船
も
加
わ
っ
て
多
数

の
船
が
銅
の
盗
竊
を
行
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
彼
等
が
盗
竊
し
た
銅
の
数
量
に
つ
い
て
も
詳
細
な
既
述
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
煩
を

厭
い
数
例
を
上
げ
る
に
止
め
た
い
。
水
摸
胡
曰
俸
等
の
船
は
銅
二
七
斤
を
盗
竊
、
夏
応
俸
等
の
船
は
一
三
斤
、
蒋
倶
付
等
の
三
船

は
三
三
〇
斤
、
王
一
秀
の
船
は
一
三
〇
斤
、
林
徳
玉
の
船
は
二
五
〇
斤
を
盗
竊
す
る
等
大
勢
が
一
斉
に
銅
の
盗
竊
を
行
い
、
そ
の

総
量
は
一
六
三
一
斤
に
上
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

彼
等
官
銅
盗
竊
の
犯
人
達
は
そ
の
後
盗
竊
し
た
銅
の
量
に
よ
っ
て
処
罰
さ
れ
た
。『
奏
摺
』
の
後
文
に
は
そ
の
処
罰
の
内
容
が

詳
述
さ
れ
て
い
る
が
、こ
こ
で
は
数
例
を
簡
略
に
述
べ
る
に
止
め
た
い
。
林
徳
玉
は
最
初
に
船
を
出
し
て
仲
間
を
集
め
盗
竊
を
行
っ

た
の
で
、
こ
の
事
件
の
「
罪
魁
」
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
更
に
彼
は
兵
役
の
阻
止
を
も
聞
か
ず
抵
抗
し
て
盗
竊
を
行
っ
た
。
こ
れ

は
律
の
「
共
謀
為
竊
。
臨
時
為
強
盗
」
に
当
た
る
。
畢
士
洪
は
ま
だ
捕
ま
っ
て
い
な
い
彭
要
相
・
廖
文
達
等
と
共
に
林
徳
玉
の
船

に
乗
り
銅
を
盗
ん
だ
。
こ
れ
は
「
共
為
強
盗
」
に
当
た
り
、
林
徳
玉
と
同
罪
で
あ
る
。
共
に
「
江
洋
大
盗
例
」
に
よ
り
、
擬
斬
立

決
梟
示
す
る
と
判
定
さ
れ
た
。
又
蒋
倶
付
・
呉
士
奇
等
一
三
人
は
仲
間
と
な
り
、
窃
取
し
た
銅
は
二
、三
両
か
ら
五
〇
余
両
で
あ
り
、

罪
は
「
軍
徒
」
に
止
ま
る
が
、
兵
役
の
阻
止
に
抵
抗
し
た
こ
と
は
「
情
重
」
に
当
た
る
の
で
黒
竜
江
に
発
し
て
奴
と
為
す
と
判
定

さ
れ
た
。
そ
の
他
の
者
は
概
ね
「
窃
盗
倉
庫
銭
糧
例
」
に
基
づ
き
、
各
自
の
盗
銅
の
量
に
よ
っ
て
徒
・
杖
の
刑
を
科
せ
ら
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。

　

こ
の
盗
銅
事
件
に
於
い
て
は
、
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
特
に
指
導
的
な
役
割
を
持
っ
た
人
物
は
存
在
し
な
か
っ
た
が
四
四
人
も

の
多
数
が
何
ら
か
の
情
報
を
得
て
盗
竊
に
加
わ
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
林
徳
玉
は
乾
隆
四
〇
年
に
雲
南
省
運
銅
委
員
王
力
の
沈

没
銅
の
盗
竊
を
行
っ
て
お
り
、
胡
曰
俸
も
曽
っ
て
雲
南
の
運
銅
委
員
仏
柱
の
沈
没
銅
の
盗
竊
を
行
っ
た
こ
と
を
供
述
し
て
い
る
。
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こ
う
し
た
事
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
個
人
や
小
集
団
が
個
別
に
官
銅
の
盗
竊
を
実
行
し
た
例
は
か
な
り
の
数
に
上
っ
た
も

の
と
推
測
さ
れ
る
。

　
Ⅳ
、
剥
船
に
よ
る
官
銅
盗
竊
事
件

　

上
記
の
二
例
は
長
江
に
よ
る
運
銅
途
上
に
於
い
て
発
生
し
た
事
件
で
あ
っ
た
。
し
か
し
長
途
の
運
送
を
経
て
よ
う
や
く
天
津
ま

で
到
達
し
た
官
銅
が
通
州
に
至
る
間
に
於
い
て
も
尚
盗
竊
に
遭
う
こ
と
屡
で
あ
っ
た
。
以
下
に
述
べ
る
の
は
剥
船
の
船
戸
が
天
津

よ
り
通
州
へ
官
銅
を
運
送
す
る
途
上
で
銅
を
盗
竊
し
て
脱
逃
し
た
事
件
で
あ
る
。『
実
録
』
乾
隆
四
三
年
一
一
月
戊
子
の
条
に
は

拠
（
直
隷
総
督
）
周
元
理
奏
。
剥
運
京
銅
船
戸
張
明
安
。
在
香
河
県
狼
二
窩
地
方
。
鑿
漏
船
隻
。
偸
盗
銅
斤
脱
逃
一
摺
。
該

犯
敢
於
鑿
船
。
窃
盗
官
銅
。
潜
行
逃
竄
。
情
罪
甚
為
可
悪
。・
・
・
至
該
犯
所
竊
之
銅
。
至
三
千
六
百
余
斤
。
且
係
鑿
漏
船
底
。

断
非
一
時
即
能
偸
運
。
自
係
沈
於
河
底
。
暗
為
記
認
。
挨
事
後
陸
続
撈
取
。
並
著
周
元
理
。
即
派
幹
員
。
於
鑿
船
相
近
処
所
。

細
心
察
探
打
撈
。
勿
留
為
賊
匪
潜
匿
。

と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
北
京
へ
官
銅
を
運
送
す
る
剥
船
の
船
戸
張
明
安
が
香
河
県
狼
二
窩
と
い
う
所
で
船
底
に
穴
を
開
け
て
船
を

水
底
に
沈
め
て
脱
逃
し
た
と
い
う
。
彼
が
盗
竊
し
た
銅
は
三
六
〇
〇
余
斤
に
上
る
が
、
こ
の
よ
う
に
一
時
に
盗
竊
し
て
運
び
去
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
自
分
で
船
底
に
穴
を
開
け
て
船
を
河
底
に
沈
め
、
そ
の
場
所
を
覚
え
て
お
い
て
事
後
に
銅
を
掬
い
取
ろ
う
と

し
た
の
で
あ
ろ
う
。
周
元
理
に
命
じ
て
有
能
な
委
員
を
派
遣
し
、
船
を
沈
め
た
場
所
付
近
を
細
心
に
探
索
し
て
銅
を
掬
い
上
げ
て

後
に
残
さ
な
い
よ
う
に
さ
せ
よ
と
命
じ
た
と
言
う
。
し
か
し
こ
の
記
述
で
は
事
態
の
内
容
は
余
り
明
白
で
な
い
。
但
だ
『
奏
摺
』

に
記
載
さ
れ
た
周
元
理
の
幾
編
か
の
上
奏
は
詳
細
で
事
実
が
具
体
的
に
明
白
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
以
下
に
於
い
て
は
そ
れ
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に
よ
っ
て
論
を
進
め
た
い
。

　
『
奏
摺
』
乾
隆
四
三
年
一
〇
月
二
九
日
の
奏
文
に
よ
れ
ば
、

本
年
一
〇
月
六
日
。拠
香
河
県
詳
報
。准
雲
南
運
銅
委
員
通
海
県
知
県
陳
朝
書
移
称
。該
委
員
押
運
丙
申
年
加
運
第
二
起
京
銅
。

在
天
津
。会
雇
剥
船
起
剥
。有
経
紀
陳
祥
生
等
。具
有
承
攬
。共
雇
剥
船
五
十
隻
。編
列
号
次
。註
明
船
戸
姓
名
。装
銅
各
細
数
。

分
為
三
剥
。
運
往
通
州
。

と
記
さ
れ
、
香
河
県
よ
り
の
報
告
と
し
て
、
本
年
（
乾
隆
四
三
年
）
一
〇
月
二
六
日
、
雲
南
運
銅
委
員
、
通
海
県
知
県
陳
朝
書
が

丙
申
年
（
乾
隆
四
一
年
）
の
加
運
銅
第
二
起
（
第
二
班
）
の
京
銅
を
輸
送
し
て
天
津
に
至
っ
た
。
そ
こ
で
剥
船（
７
）を
雇
っ
て
運
送

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
時
経
紀
（
仲
介
人
）（８
）の
陳
祥
生
等
が
請
負
書
を
持
っ
て
剥
船
五
〇
隻
を
雇
い
上
げ
た
。
そ
の
書
に
は

各
船
に
号
次
を
付
け
、
そ
の
船
戸
の
姓
名
、
そ
の
船
の
装
載
す
る
銅
の
数
量
を
明
記
し
て
い
た
。
そ
し
て
船
を
三
団
に
分
け
通
州

へ
運
送
す
る
こ
と
に
し
た
。

　

こ
こ
に
は
運
銅
委
員
陳
朝
書
の
船
団
が
天
津
ま
で
運
送
し
て
き
た
京
銅
を
天
津
に
於
い
て
小
型
船
の
剥
船
に
積
み
替
え
て
通
州

ま
で
運
送
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
天
津
・
通
州
間
の
運
河
の
水
深
、
水
量
等
の
問
題
で
天
津
ま
で
の
大
型
運
銅

船
は
そ
の
ま
ま
通
州
に
到
達
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
、
こ
こ
で
積
載
し
て
き
た
銅
を
剥
船
に
積
み
替
え
て
な
く
て
は
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
陳
朝
書
の
船
団
は
何
隻
で
構
成
さ
れ
、
何
万
斤
の
銅
を
積
載
し
て
い
た
か
は
明
確
で
な
い
の
で
あ
る
が
、
と
に
角

剥
船
五
〇
隻
を
雇
っ
て
、
三
団
に
編
成
し
て
京
銅
を
通
州
ま
で
運
送
す
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

後
続
の
文
に
よ
れ
ば
、

於
十
月
初
九
等
日
。
次
第
開
行
。
該
委
員
親
押
頭
剥
前
進
。
詎
第
四
号
船
戸
張
明
安
。
脱
幇
在
後
。
随
即
挨
査
。
於
十
二
日
。



四
一

乾
隆
期
、
雲
南
銅
の
北
京
輸
送
に
伴
う
二
、三
の
問
題
に
つ
い
て

［
　
］
17

在
香
河
県
狼
耳
窩
地
方
。
査
獲
船
隻
。
該
船
戸
張
明
安
及
水
手
等
。
業
已
脱
逃
無
踪
。
験
得
船
内
加
有
土
塊
。
且
有
鑿
漏
形
跡
。

其
為
偸
盗
銅
斤
。
脱
逃
無
疑
。

と
記
さ
れ
、
こ
の
剥
船
集
団
は
一
〇
月
九
日
よ
り
銅
の
運
送
を
開
始
し
た
。
委
員
陳
朝
書
は
第
一
団
を
護
送
し
て
通
州
へ
向
か
っ

た
。
所
が
ど
う
し
た
事
か
船
戸
張
明
安
の
第
四
号
船
は
、団
を
離
れ
て
落
後
し
た
。
そ
こ
で
直
ち
に
調
査
し
た
が
、一
二
日
に
な
っ

て
香
河
県
狼
耳
窩
と
い
う
所
で
其
船
を
捕
獲
し
た
。
し
か
し
船
戸
張
明
安
及
び
水
手
等
は
既
に
脱
逃
し
て
行
方
は
分
か
ら
な
か
っ

た
。
船
内
を
験
べ
る
と
土
塊
を
積
み
込
み
、
そ
の
上
船
に
穴
を
開
け
て
沈
没
さ
せ
た
形
跡
が
有
り
、
銅
を
盗
竊
し
よ
う
と
し
て
脱

逃
し
た
こ
と
疑
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。

　

そ
こ
で
典
史
金
国
珍
を
当
該
処
へ
急
派
し
、
運
銅
委
員
等
と
共
同
し
て
更
に
調
査
し
た
が
、
こ
の
船
の
原
載
の
銅
は

一
万
五
〇
〇
〇
斤
で
あ
っ
た
。
所
が
今
秤
量
し
た
と
こ
ろ
三
六
二
四
斤
が
欠
少
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
剥
船
に
つ

い
て
は
、
経
紀
の
陳
祥
生
等
が
船
戸
張
明
安
の
住
所
、
及
び
水
手
等
の
姓
名
を
一
括
記
載
し
て
い
る
の
で
追
跡
、
逮
捕
す
る
こ
と

が
出
来
る
し
、
盗
竊
さ
れ
た
銅
三
六
〇
〇
余
斤
は
一
時
に
そ
れ
を
持
っ
て
遠
方
へ
逃
げ
る
こ
と
が
出
来
る
も
の
で
は
な
い
。
必
ず

そ
れ
を
受
取
っ
て
隠
匿
し
た
り
、
貯
蔵
す
る
場
所
が
有
る
に
違
い
な
い
。
そ
こ
で
総
督
周
元
理
は
近
辺
の
地
方
文
武
官
に
追
跡
逮

捕
す
る
こ
と
を
命
じ
、
一
方
、
天
津
県
に
命
令
書
を
発
し
て
経
紀
達
を
拘
引
し
て
船
戸
の
住
所
、
水
手
等
の
姓
名
を
究
明
し
て
早

急
に
逮
捕
す
る
こ
と
を
命
じ
た
。

　

こ
う
し
た
結
果
、
犯
人
達
は
次
々
に
逮
捕
さ
れ
た
。『
実
録
』、
乾
隆
四
三
年
一
一
月
辛
丑
の
条
に
は
、

周
元
理
奏
。
雲
南
委
員
陳
朝
書
。
運
銅
被
竊
一
案
。
先
経
緝
獲
正
犯
来
彬
・
丁
三
二
名
。
現
拠
署
天
津
府
知
府
朱
瀾
禀
称
。

又
拏
獲
正
犯
張
五
到
案
。
査
此
案
正
犯
三
名
。
業
倶
拏
獲
。
訊
係
来
彬
起
意
。
質
証
相
符
。
又
続
獲
売
船
之
閻
明
。
拉
牽
之
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丁
六
等
。
飭
解
来
省
厳
審
。

と
記
さ
れ
、
犯
人
達
は
省
に
送
ら
れ
訊
問
を
受
け
た
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
こ
の
『
実
録
』
の
文
か
ら
は
彼
等
の
銅
盗
竊
の
具
体
的

な
状
況
は
よ
く
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
『
奏
摺
』
乾
隆
四
三
年
一
二
月
一
七
日
付
け
の
周
元
理
の
奏
文
に
よ
れ
ば
、
彼
等
が
犯
行

に
至
っ
た
動
機
等
を
含
め
、
状
況
が
よ
く
分
か
る
。
し
か
し
文
章
は
非
常
に
長
文
な
の
で
、
以
下
に
は
要
点
の
み
を
述
べ
る
に
留

め
た
い
。

縁
。
来
彬
籍
隷
通
州
。
帮
工
度
日
。
近
因
貧
苦
無
聊
。
見
通
州
解
到
銅
船
甚
多
。
於
乾
隆
四
十
三
年
八
月
間
。
即
起
意
買
船
。

受
雇
起
剥
。
乗
機
偸
竊
銅
斤
。

　

こ
れ
は
来
彬
の
供
述
で
あ
る
が
、
彼
は
通
州
籍
の
人
物
で
、
職
人
を
生
業
と
し
て
い
た
が
、
最
近
は
貧
苦
の
状
況
で
あ
っ
た
。

所
が
通
州
に
は
銅
運
送
の
船
が
非
常
に
多
い
の
を
見
て
、
乾
隆
四
三
年
八
月
に
、
船
を
買
っ
て
銅
を
運
送
す
る
の
に
雇
わ
れ
、
機

会
を
狙
っ
て
銅
を
盗
も
う
と
思
い
立
っ
た
と
い
う
。
来
彬
は
何
の
職
人
で
あ
っ
た
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
生
活
が
貧
困
な
の
で
自

か
ら
船
を
買
入
れ
て
剥
船
と
し
て
雇
わ
れ
て
銅
を
運
送
し
、
隙
を
見
て
そ
の
銅
を
盗
竊
し
よ
う
と
考
え
た
の
で
あ
っ
た
。
と
言
う

こ
と
は
、
小
型
船
を
所
有
し
て
い
れ
ば
、
運
銅
の
剥
船
と
し
て
雇
わ
れ
る
こ
と
は
比
較
的
容
易
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
で

あ
ろ
う
。
し
か
も
盗
竊
の
銅
も
簡
単
に
売
却
で
き
、
た
と
え
一
時
的
と
は
い
え
、
日
常
の
貧
困
か
ら
脱
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
考

え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

所
で
も
う
一
人
の
丁
三
は
丁
家
荘
に
居
住
し
て
お
り
、
以
前
か
ら
来
彬
と
知
合
い
で
あ
っ
た
。
彼
は
仕
事
を
求
め
て
通
州
へ
行

こ
う
と
し
て
い
た
が
、
途
中
で
偶
然
来
彬
と
出
会
っ
た
。
来
彬
は
、
丁
三
に
船
を
買
っ
て
銅
を
運
送
し
、
銅
を
盗
め
ば
利
益
を
得

ら
れ
る
と
誘
っ
た
。
丁
三
は
承
諾
し
た
。
来
彬
は
ま
た
旧
知
の
張
五
を
仲
間
に
引
入
れ
た
。
そ
こ
で
丁
三
・
張
五
に
船
を
求
め
さ
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せ
た
。
二
人
は
直
ぐ
に
閻
明
の
船
一
隻
を
買
入
れ
た
。
更
に
来
彬
は
通
州
の
民
人
郝
背
児
を
船
戸
と
し
て
雇
い
入
れ
、
銀
を
支
払

う
約
束
を
し
た
。
又
景
州
人
の
王
二
を
雇
っ
て
水
手
と
し
た
。

　

九
月
に
な
っ
て
、
郝
背
児
は
名
前
を
張
明
安
と
改
め
、
王
二
等
と
共
に
船
を
走
ら
せ
て
天
津
に
来
た
。
丁
度
そ
の
時
雲
南
委
員

陳
朝
書
の
運
銅
が
天
津
に
到
着
し
、
剥
船
五
〇
隻
を
求
め
て
い
た
。
仲
介
人
（
経
紀
）
の
陳
祥
生
等
が
請
負
っ
て
船
を
雇
い
入
れ
、

郝
背
児
等
も
雇
わ
れ
て
組
を
組
ん
で
通
州
へ
向
か
っ
た
。
一
〇
月
九
日
に
な
っ
て
、
郝
背
児
等
は
船
を
落
後
さ
せ
て
丁
三
の
門
前

に
停
泊
さ
せ
、
来
彬
等
は
銅
包
を
開
い
て
代
わ
る
代
わ
る
銅
を
丁
三
の
家
内
に
運
び
込
ん
だ
。
そ
し
て
船
が
軽
く
な
っ
た
の
で
土

塊
を
詰
め
込
ま
せ
た
。
来
彬
は
郝
背
児
と
謀
っ
て
船
を
さ
ら
に
前
進
さ
せ
た
処
で
船
に
穴
を
開
け
て
沈
没
さ
せ
誤
魔
化
す
こ
と
に

し
た
。
一
方
、
丁
三
は
ま
た
親
族
の
丁
六
を
雇
っ
て
船
の
綱
を
牽
か
せ
て
前
進
し
た
。
香
河
県
狼
耳
窩
に
至
っ
て
、
郝
背
児
は
自

ら
船
に
穴
を
開
け
て
沈
め
上
岸
し
船
を
捨
て
て
逃
げ
去
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

屡
述
し
た
が
、
以
上
が
来
彬
・
丁
三
・
張
明
安
等
が
天
津
に
於
い
て
運
銅
の
剥
船
に
雇
わ
れ
、
官
銅
を
盗
竊
す
る
に
至
っ
た
経
緯

で
あ
る
。

　

し
か
し
事
態
は
こ
れ
だ
け
で
済
ま
な
か
っ
た
。
続
文
に
は

嗣
丁
三
之
兄
丁
大
。
知
丁
三
等
偸
有
官
銅
。
適
伊
甥
邢
文
惠
来
家
。
即
商
同
合
夥
販
売
。
向
丁
三
等
講
定
毎
斤
京
銭

二
百
七
十
文
。
賖
銅
七
百
余
斤
。
用
車
装
載
。
運
赴
薊
州
・
遵
化
・
豊
潤
・
玉
田
等
処
。
売
与
趕
集
不
知
姓
名
人
。
共
得
銀

六
十
余
両
。
大
銭
十
千
文
。
丁
大
先
付
丁
三
等
銅
価
銀
四
十
五
両
七
銭
。
其
余
銀
銭
。
与
邢
文
惠
各
自
帯
回
。
家
内
収
蔵
。

と
記
さ
れ
て
い
る
。
丁
三
の
兄
丁
大
は
丁
三
等
が
盗
ん
だ
官
銅
を
所
有
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
が
、
丁
度
そ
の
時
、
甥
の
邢
文

惠
が
家
に
来
た
の
で
直
ぐ
に
相
談
し
て
共
同
で
銅
を
販
売
す
る
こ
と
に
し
た
。
そ
こ
で
丁
三
等
に
対
し
て
毎
斤
京
銭
二
七
〇
文
と
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す
る
こ
と
を
取
り
決
め
、
銅
七
〇
〇
余
斤
を
前
借
し
た
。
そ
れ
を
車
に
装
載
し
て
薊
州
・
遵
化
・
豊
潤
・
玉
田
等
の
市
場
へ
赴
き

売
却
し
て
銀
六
〇
余
両
、
大
銭
一
〇
千
文
を
得
た
。
丁
大
は
先
ず
丁
三
に
銅
の
代
金
銀
四
五
両
七
銭
を
支
払
っ
た
。
残
り
の
銀
銭

は
邢
文
惠
と
共
に
各
自
家
に
持
ち
帰
り
収
蔵
し
た
と
い
う
。

　

こ
こ
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
丁
大
は
盗
銅
と
承
知
の
上
で
丁
三
等
の
銅
を
買
い
受
け
、
甥
の
邢
文
惠
と
共
同
で
そ
れ

を
売
り
さ
ば
き
相
当
の
利
益
を
得
て
い
る
の
で
あ
る
。
丁
大
も
邢
文
惠
も
銅
は
簡
単
に
売
り
さ
ば
け
、
相
当
の
利
益
を
上
げ
る
こ

と
が
出
来
る
こ
と
を
承
知
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
私
銅
を
個
人
的
に
売
買
す
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た（
９
）が
、
彼
等
は
そ
れ
を

無
視
し
て
銅
を
売
却
し
た
の
で
あ
り
、
民
間
で
は
そ
れ
だ
け
銅
に
対
す
る
需
用
が
強
か
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
。

　

一
方
、
丁
三
は
別
に
王
三
・
瘋
子
に
銅
九
〇
〇
斤
を
前
貸
し
し
て
お
り
、
更
に
王
姓
の
者
に
三
〇
余
斤
を
売
却
し
て
い
る
。
銅

を
買
い
取
ろ
う
と
い
う
人
間
は
幾
人
も
居
た
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
事
と
は
別
に
、
来
彬
等
は
丁
大
か
ら
得
た
銅
の
代
金
を
以
っ
て
、
郝
背
児
等
に
は
費
用
と
し
て
銀
一
〇
両
、
銭

一
三
〇
〇
文
を
支
払
っ
た
。
又
閻
明
の
父
閻
三
に
は
船
代
金
と
し
て
銀
一
〇
両
を
支
払
っ
た
。
丁
三
・
来
彬
は
共
同
の
費
用
と
し

て
銀
三
両
、
四
両
を
そ
れ
ぞ
れ
収
得
し
た
。
残
余
の
銀
及
び
盗
銅
は
前
後
し
て
天
津
府
に
よ
っ
て
捕
獲
さ
れ
た
。

　

以
上
の
よ
う
な
結
果
と
し
て
、
来
彬
は
自
ら
思
い
立
っ
て
仲
間
を
集
め
て
官
銅
を
盗
竊
し
、
船
に
穴
を
開
け
て
沈
没
さ
せ
た
主

犯
で
あ
る
。
窃
盗
鞘
餉
一
百
両
以
上
の
例
に
照
ら
し
て
「
擬
絞
」
と
す
る
が
、
罪
状
が
重
い
の
で
「
即
正
法
」
と
す
る
と
判
決
さ

れ
た
。
丁
三
は
来
彬
に
従
っ
て
船
を
買
い
、
銅
を
盗
竊
し
て
自
家
に
匿
し
た
。
簡
単
に
許
す
わ
け
に
は
行
か
な
い
。「
擬
絞
監
候
。

秋
後
処
決
」
と
す
る
と
決
せ
ら
れ
た
。
張
五
は
来
彬
等
に
従
っ
て
仲
間
に
な
り
盗
竊
を
行
お
う
と
し
た
が
、
そ
の
時
に
な
っ
て
盗

竊
に
加
わ
ら
ず
盗
品
を
収
得
し
な
か
っ
た
の
で
「
杖
一
百
流
三
千
里
」
と
す
る
が
、「
従
重
改
発
黒
竜
江
。
給
披
甲
人
為
奴
」
と
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決
せ
ら
れ
た
。
邢
文
惠
は
事
情
を
知
り
な
が
ら
、
盗
品
を
買
っ
て
利
益
を
得
よ
う
と
し
た
。
閻
明
は
事
情
を
知
り
な
が
ら
船
を
売

渡
し
た
。
こ
の
二
人
は
仲
間
に
加
わ
っ
て
盗
竊
を
行
わ
な
か
っ
た
が
「
杖
一
百
流
三
千
里
」
と
決
せ
ら
れ
た
。
此
等
の
外
に
経
紀

陳
祥
生
等
は
一
括
請
負
で
船
を
雇
っ
た
が
、
い
い
加
減
な
こ
と
に
匪
徒
の
船
を
雇
用
し
た
。
こ
れ
は
不
当
な
こ
と
な
の
で
「
不
応

重
律
」
に
照
ら
し
て
「
杖
八
十
。
折
責
三
十
板
」
と
決
せ
ら
れ
た
。
以
上
が
来
彬
等
の
官
銅
盗
竊
に
関
係
し
た
人
物
達
に
対
す
る

処
分
の
結
果
で
あ
る
。
但
だ
未
だ
逮
捕
さ
れ
て
い
な
い
郝
背
児
や
水
手
達
、
盗
品
を
買
い
受
け
た
人
物
や
、
未
獲
の
銅
は
な
お
継

続
し
て
追
及
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

Ⅴ
、
沈
没
銅
に
関
す
る
問
題

　

上
記
三
節
に
於
い
て
は
、
運
送
途
上
に
於
い
て
運
送
船
の
事
故
等
に
よ
っ
て
水
没
し
た
銅
の
盗
竊
の
実
態
等
に
つ
い
て
論
じ
た
。

し
か
し
水
没
し
た
銅
の
処
理
に
つ
い
て
は
、
盗
竊
だ
け
で
は
な
く
他
に
も
種
々
問
題
が
あ
っ
た
。
運
銅
船
の
破
損
事
故
は
、
既
述

の
よ
う
に
「
三
峡
」
と
言
わ
れ
る
地
域
に
於
い
て
は
毎
年
の
よ
う
に
発
生
し
て
い
た
。
例
え
ば
『
実
録
』
乾
隆
五
一
年
一
〇
月
癸

卯
の
条
に
は
、

諭
軍
機
大
臣
等
。
拠
毓
奇
奏
。
各
省
領
運
銅
船
過
境
一
摺
。
内
称
。
雲
南
委
員
楊
有
祐
、
李
達
等
。
領
運
乾
隆
乙
巳
年
三
運

一
二
起
京
銅
。
行
至
巴
東
・
宜
都
等
県
地
方
。
沈
溺
未
獲
銅
斤
頗
多
等
語
。
各
省
領
運
京
銅
。
沿
途
沈
溺
。
固
不
能
保
其
必

無
。
但
此
次
沈
溺
京
銅
。
多
至
八
九
万
斤
。
而
撈
獲
者
僅
数
千
。
至
一
万
余
斤
不
等
。
自
係
地
方
官
不
能
督
飭
丁
役
・
水
手
。

実
力
撈
獲
。
而
奸
民
等
又
復
従
中
図
利
。
将
沈
溺
銅
斤
。
詭
称
撈
獲
無
多
。
俟
委
員
過
境
後
。
潜
行
撈
取
。
私
自
售
売
。

　

毓
奇
の
上
奏
に
よ
れ
ば
、
彼
の
各
省
の
運
銅
船
の
責
任
管
轄
地
域
を
経
過
し
た
報
告
の
中
で
、
雲
南
の
運
銅
委
員
楊
有
祐
、
李
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達
等
の
運
送
す
る
乾
隆
乙
巳
年
（
乾
隆
五
〇
、一
七
八
五
）
の
第
三
運
の
第
一
船
団
，
第
二
船
団
が
巴
東
・
宜
都
等
の
県
（「
三
峡
」

の
水
域
）
に
至
っ
た
が
沈
没
し
て
掬
い
取
っ
て
い
な
い
銅
が
非
常
に
多
い
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
皇
帝
の
考
え
で
は
、
各
省
の

運
送
す
る
京
銅
が
、
そ
の
途
上
で
沈
没
す
る
こ
と
が
絶
無
で
あ
る
こ
と
を
保
障
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
だ
が
此
次
の
京
銅
の
沈

没
数
が
八
、九
万
斤
の
大
量
な
の
に
、
掬
い
取
っ
た
量
は
僅
か
に
数
千
、
乃
至
一
万
余
斤
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
は
地
方
官
が
人
夫

や
水
夫
を
厳
し
く
監
督
し
て
力
を
尽
し
て
銅
を
掬
い
取
ら
せ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
而
も
奸
民
達
は
内
側
か
ら
利
益
を
得
よ
う

と
し
、
沈
没
し
た
銅
を
多
量
に
掬
い
取
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
と
嘘
を
つ
き
、
委
員
が
地
域
を
離
れ
る
の
を
待
っ
て
自
分
達
で

密
か
に
銅
を
掬
い
取
り
勝
手
に
販
売
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
事
実
は
既
に
一
節
で
指
摘
し
た
所
と
同
様
で
あ
り
、
奸
民
の
中
に
は
二
節
で
述
べ
た
水
摸
（
潜
水
夫
）

も
含
ま
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
運
銅
船
の
沈
没
事
故
が
絶
え
な
か
っ
た
と
同
様
に
、
同
時
に
水
没
し
た
銅
の
盗
竊
も
繰
返
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
に
対
す
る
防
止
策
と
し
て
も
運
銅
船
が
経
過
す
る
地
域
の
総
督
・
巡
撫
が
管
轄
下
の
地
方
官
を

厳
し
く
督
励
し
て
運
銅
船
を
防
護
し
、
も
し
運
銅
船
が
事
故
に
よ
っ
て
沈
没
し
、
積
載
し
て
い
た
銅
が
水
没
し
た
場
合
に
は
人
夫

や
水
摸
達
を
厳
し
く
取
締
っ
て
銅
を
掬
い
取
る
の
に
尽
力
さ
せ
、
盗
竊
の
無
い
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
と
繰
返
し
て
い
る
。
運
銅

船
の
事
故
防
止
や
、
水
没
銅
の
盗
竊
防
止
の
責
任
は
結
局
総
督
・
巡
撫
や
地
方
官
に
帰
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
そ
れ
以
上
の
対

策
は
何
等
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
る
。
し
か
し
銅
の
盗
竊
や
私
売
が
絶
え
な
い
の
は
、
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
そ
れ
を
高
値
で

買
取
る
商
人
が
存
在
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。『
実
録
』
乾
隆
五
八
年
四
月
己
巳
の
条
に
、

諭
軍
機
大
臣
等
。
本
日
惠
齢
奏
。
撈
獲
沈
溺
銅
鉛
数
目
一
摺
内
。
貴
州
委
員
朱
毓
炯
・
薛
清
範
領
運
京
鉛
。
遇
風
沈
溺
。
倶

経
陸
続
撈
獲
五
万
三
千
余
斤
。
而
雲
南
委
員
和
費
顔
所
運
京
銅
。
於
五
十
七
年
五
月
。
在
巫
山
県
地
方
沈
溺
。
至
十
一
月
。



四
七

乾
隆
期
、
雲
南
銅
の
北
京
輸
送
に
伴
う
二
、三
の
問
題
に
つ
い
て

［
　
］
23

止
撈
獲
銅
一
百
三
十
斤
。
此
等
運
京
銅
鉛
。
同
係
在
険
灘
遇
風
沈
失
。
而
鉛
斤
一
項
随
時
打
撈
。
均
能
撈
獲
過
半
。
其
銅
斤

沈
溺
。
打
撈
数
月
。
僅
獲
銅
一
百
余
斤
。
自
因
鉛
斤
所
値
有
限
。
水
摸
等
即
於
事
後
偸
撈
盗
売
。
亦
無
可
獲
利
。
是
以
多
有

撈
獲
。
転
可
得
受
雇
値
。
至
銅
斤
則
価
値
較
昂
。
水
摸
人
等
即
尽
数
打
撈
。
亦
止
能
与
鉛
斤
一
例
得
受
雇
値
。
是
以
不
肯
認

真
撈
獲
。
率
以
無
獲
具
報
。
一
俟
委
員
過
境
。
即
将
水
底
留
存
之
銅
。
暗
自
撈
起
。
私
相
盗
売
。
可
図
得
価
牟
利
。

　

本
日
惠
齢
が
上
奏
し
た
沈
没
し
た
銅
鉛
を
掬
い
取
っ
た
数
量
の
報
告
書
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
貴
州
委
員
朱
毓
炯
・

薛
清
範
の
運
送
す
る
京
鉛
が
風
に
遭
っ
て
沈
没
し
た
。
だ
が
継
続
し
て
五
万
三
千
余
斤
を
掬
い
取
っ
た
。
だ
が
雲
南
委
員
和
費
顔

の
運
送
す
る
京
銅
は
（
乾
隆
）
五
七
年
五
月
に
巫
山
県
で
沈
没
し
、
一
一
月
に
至
っ
て
も
止
だ
一
三
〇
斤
を
掬
い
取
っ
た
だ
け
で

あ
る
。
此
等
の
運
京
の
銅
鉛
は
同
様
に
危
険
な
急
流
で
風
に
遭
っ
て
沈
没
し
た
の
だ
が
、
鉛
斤
は
直
ち
に
掬
い
取
り
皆
過
半
を
獲

得
し
て
い
る
。
但
だ
沈
没
し
た
銅
斤
は
掬
い
取
る
の
に
数
ヵ
月
を
掛
け
て
も
僅
か
に
一
〇
〇
余
斤
を
獲
得
し
た
だ
け
で
あ
る
。
こ

れ
は
鉛
斤
は
値
段
が
低
く
、
水
摸
等
が
事
後
に
掬
い
取
っ
て
盗
売
し
て
も
あ
ま
り
利
益
を
得
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
多

量
を
掬
い
取
る
こ
と
で
労
賃
を
多
く
得
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
一
方
銅
斤
の
ほ
う
は
値
段
が
相
当
高
い
が
、
水
摸
達
が
有
る
だ

け
を
掬
い
取
っ
て
も
鉛
斤
と
同
じ
だ
け
の
労
賃
を
受
取
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
真
剣
に
掬
い
取
ろ
う
と
せ
ず
、
大
抵
収
獲

が
無
か
っ
た
と
報
告
す
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
委
員
が
そ
の
地
域
を
去
っ
て
し
ま
う
と
、
密
か
に
自
分
達
で
水
底
に
留
め

置
い
た
銅
を
掬
い
上
げ
て
盗
売
し
高
く
売
っ
て
利
を
貪
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
文
で
は
沈
没
し
た
銅
鉛
に
つ
い
て
、
鉛
の
盗
竊
が
殆
ど
無
い
の
に
比
べ
銅
の
盗
竊
が
絶
え
な
い
理
由
が
明
確
に
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
水
摸
達
が
官
銅
を
盗
竊
す
る
の
は
銅
が
高
値
で
販
売
で
き
高
利
を
獲
得
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
即
ち

水
摸
達
の
背
後
に
は
彼
等
の
盗
銅
を
盗
銅
と
知
り
つ
つ
高
値
で
買
取
る
商
人
が
存
在
す
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
私
銅
の
販
売
は
清
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朝
に
よ
っ
て
厳
禁
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
民
間
で
は
銅
に
対
す
る
需
用
が
相
当
に
高
か
っ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

　
結
び
に
か
え
て

　

本
稿
で
は
雲
南
銅
の
北
京
へ
の
運
送
に
つ
い
て
、
そ
の
途
上
に
於
い
て
発
生
し
た
運
送
船
の
沈
没
事
故
に
よ
っ
て
水
没
し
た
官

銅
の
盗
竊
や
、
天
津
付
近
に
お
け
る
剥
船
に
よ
る
銅
盗
竊
事
件
等
を
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
船
戸
や
水
摸
等
が
盗
竊
し

た
銅
が
相
当
な
高
値
で
販
売
出
来
る
と
い
う
状
況
が
存
在
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
即
ち
盗
銅
で
あ
っ
て
も
民
間
で
は
高

い
需
要
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
代
、
民
間
で
は
器
皿
等
銅
製
品
に
対
す
る
需
用
が
相
当
に
高
か
っ
た
と
言
わ
れ
る
が
、

一
方
で
は
私
鋳
銅
銭
、
所
謂
小
銭
の
流
通
が
盛
ん
で
、
そ
の
私
鋳
の
原
料
と
し
て
私
銅
に
対
す
る
需
用
が
高
か
っ
た
こ
と
も
推
察

さ
れ
る
。
乾
隆
末
年
に
至
る
ま
で
小
銭
の
流
通
は
盛
ん
で
あ
っ
た
が
、
官
小
銭
は
別
に
し
て
も
そ
の
原
料
で
あ
る
銅
は
何
所
か
ら

調
達
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
雲
南
銅
の
北
京
へ
の
運
送
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
、
沈
没
銅
の
盗
竊
は
そ
の
極
一
端
に
し
か
過
ぎ

な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
運
銅
の
委
員
の
選
定
に
問
題
は
無
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
運
送
船
や
船
戸
・
水
夫
の
調
達
は
如
何

様
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
運
送
船
の
北
京
到
着
の
遅
延
に
関
し
て
は
如
何
な
る
問
題
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら

は
尚
後
の
問
題
と
し
残
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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注
（
１
）「
銭
貴
」
に
つ
い
て
は
黒
田
明
伸
「
乾
隆
の
銭
貴
」（『
東
洋
史
研
究
』
四
五
巻
一
、一
九
八
七
年
）。
上
田
裕
之
『
清
朝
支
配
と
貨
幣
政
策
』（
二
〇
〇
九

年
、
汲
古
書
院
）
等
。

（
２
）こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
は
上
記
上
田
著
書
、
第
五
章
等
。

（
３
）川
勝
守
『
明
清
貢
納
制
と
巨
大
都
市
連
鎖
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
九
年
）
後
編
、
第
三
、
第
四
、
第
五
章
。

（
４
）上
記
川
勝
著
書
、
後
編
、
第
四
章
。

（
５
）上
記
川
勝
著
書
、
同
第
三
章
。

（
６
）こ
れ
に
つ
い
て
も
上
記
川
勝
著
書
、
同
第
四
章
。

（
７
）剥
船
に
つ
い
て
は
星
斌
夫
『
明
清
時
代
交
通
史
の
研
究
』（
山
川
出
版
社
、
一
九
七
一
年
）、
後
編
第
三
章
三
。

（
８
）経
紀
に
つ
い
て
は
星
斌
夫
訳
注
『
大
運
河
発
展
史
』（
平
凡
社
『
東
洋
文
庫
』、
一
九
八
二
年
）。

（
９
）私
銅
の
禁
令
に
つ
い
て
は
佐
伯
富
「
清
代
雍
正
朝
に
お
け
る
通
貨
問
題
」（『
中
国
史
研
究
第
二
巻
』、
一
九
七
一
年
、
東
洋
史
研
究
会
所
収
）
参
照
。

乾
隆
朝
に
お
い
て
も
私
鋳
私
銷
の
禁
令
は
励
行
さ
れ
た
。




